
合計
（～39歳、65歳～）

健康保険料
子ども支援金

58,000 2,784 5,701 1,044 6,745
68,000 3,264 6,684 1,224 7,908
78,000 3,744 7,667 1,404 9,071
88,000 4,224 8,650 1,584 10,234
98,000 4,704 9,633 1,764 11,397
104,000 4,992 10,223 1,872 12,095
110,000 5,280 10,813 1,980 12,793
118,000 5,664 11,599 2,124 13,723
126,000 6,048 12,385 2,268 14,653
134,000 6,432 13,172 2,412 15,584
142,000 6,816 13,958 2,556 16,514
150,000 7,200 14,745 2,700 17,445
160,000 7,680 15,728 2,880 18,608
170,000 8,160 16,711 3,060 19,771
180,000 8,640 17,694 3,240 20,934
190,000 9,120 18,677 3,420 22,097
200,000 9,600 19,660 3,600 23,260
220,000 10,560 21,626 3,960 25,586
240,000 11,520 23,592 4,320 27,912
260,000 12,480 25,558 4,680 30,238
280,000 13,440 27,524 5,040 32,564
300,000 14,400 29,490 5,400 34,890
320,000 15,360 31,456 5,760 37,216
340,000 16,320 33,422 6,120 39,542
360,000 17,280 35,388 6,480 41,868
380,000 18,240 37,354 6,840 44,194
410,000 19,680 40,303 7,380 47,683

● 健康保険組合の保険料は、被扶養者数により変動しません。

※ 標準報酬月額 440,000円 以上の方は、410,000円 の保険料が適用されます。

任意継続被保険者  保険料早見表（令和8年度）

標準報酬
月額

退職時の
健康保険料
（月額）

介護保険料
合計

（40～64歳）

事業主負担がなくなり、全額自己負担になりますので、
月額保険料が上がります。

給与明細に記載されている【健康保険料控除額】をもとに、下の表で任意継続する場合の保険料を確認できます。
※退職前に標準報酬月額が変更になった場合は金額に相違が生じます。正確な月額は事業主にお問い合わせください。

例）健保太郎さん・ 歳・健康保険料控除額： 円 の場合
任意継続保険料（月額） 健康保険料： 円 子ども支援金： 円 介護保険料： 円 合計： 円

（単位：円）


